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みなとパソコンサービス・みなとパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）・みなとコン

ピュータ伝送サービス・みなとコンピュータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 

利用規定 

（２０２６年３月１６日改定） 

 

第１章 総 則 [共通事項] 

第１節 サービスの内容・取り扱い等 

第１条【サービスの定義】 

(1) サービスの定義 

「みなとパソコンサービス」・「みなとパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」・「みなとコンピ

ュータ伝送サービス」・「みなとコンピュータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」（以下「本サ

ービス」といいます）とは、企業またはその他の事業者（以下「契約者」といいます）が、データ伝送による方

法を利用して、振込依頼明細などの処理依頼明細データ（以下「依頼明細」といいます）を株式会社みなと銀

行（以下「当社」といいます）に伝送する資金管理サービス（以下「資金管理サービス」といいます）、および

入出金取引明細などの通知対象預金取引明細データ（以下「通知明細」といいます）を当社から受信する会計

情報サービス（以下「会計情報サービス」といいます。また、本サービスに関して当社が契約者から受託する

業務を以下総称して「受託業務」といいます）をいいます。 

(2) 関係規定の適用・準用 

本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定等、本サービスに関係する規定

（以下、本規定とこれらの規定を総称して「本規定等」といいます）により取り扱います。これらの規定と本

規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 

(3) 通信回線・接続方法 

本サービスの利用にあたっては、電話回線・閉域回線・インターネット回線等の通信回線を使って、契約者が

占有するパソコン、ホストコンピュータ（以下「パソコン等」といいます）を、当社のコンピュータに直接、Ａ

ｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンター、ＶＡＬＵＸセンターまたはＺＥＤＩセンター等銀行外部のセンター（以

下「外部センター」といいます）経由で間接的に接続することとします。本サービスに含まれる各サービスの

名称と通信回線・接続方法は下表のとおりとします（下表に記載の「みなとパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤ

ＡＴＡＰＯＲＴ方式）」および「みなとコンピュータ伝送サービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）」を以

下総称して「ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式」といいます）。 

サービス名 通信回線 接続方法 

みなとパソコンサービス 

閉域回線 ＶＡＬＵＸセンター経由 

またはＺＥＤＩセンター経由 

インターネット回線 ＶＡＬＵＸセンター経由 

みなとパソコンサービス 

（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 

閉域回線 ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセ

ンター経由 

みなとコンピュータ伝送サービス 閉域回線 ＺＥＤＩセンター経由 

みなとコンピュータ伝送サービス（Ａ

ｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式） 

閉域回線 ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセ

ンター経由 

 

 (4) ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式の伝送方式 

契約者は、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式の場合には、伝送方式として、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセン

ターを経由して依頼明細を直接当社のコンピュータに伝送する形式（以下「ファイル中継方式」といいます）

と、依頼明細をＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンターで一旦留め置き、伝送意思の確認が完了したもののみを

当社のコンピュータに伝送する形式（以下「ファイル伝送方式」といいます）のいずれかを選択するものとし

ます。 
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(5) 通信手順 

契約者は、本サービスの利用にあたっては、通信手順として、契約者は全国銀行協会が制定した「全銀協標準

通信プロトコル」「ＪＸ手順」または「ＨＴＴＰＳ通信」のうち、当社が指定するものを使用することとします。 

 

第２条【本サービスの機能】 

本サービスには、第 1 項の資金管理サービスと第２項の会計情報サービスの２種類があり、各機能に係る受託

業務の内容は次のとおりです。ただし、ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式のうちファイル伝送方式による場合

には、資金管理サービスの①総合振込、②給与（賞与）振込ならびに④預金口座振替請求および預金口座振替

結果明細に限られるものとします。 

(1) 資金管理サービス 

契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに外部センター経由で送信してデータ伝送により処

理を依頼する機能をいい、依頼明細の種類は次のとおりとします。 

① 総合振込 

② 給与（賞与）振込 

③ 住民税（地方税）納付 

④ 預金口座振替請求および預金口座振替結果明細 

(2) 会計情報サービス 

契約者が占有するパソコン等から当社のコンピュータに外部センター経由で接続してデータ伝送により通

知明細を受け取る機能をいい、通知明細の種類は次のとおりとします。 

① 入出金取引明細 

② 振込入金明細 

③ 預金残高 

④ その他当社が取り扱いを認めた通知明細 

 

第３条【サービスの利用開始・変更方法】 

契約者が本サービスを利用開始または変更する場合は、第２条に定めるそれぞれのサービスにつき利用申し込

みまたは変更に必要な当社所定の書類等（以下「利用申込書等」といいます）に必要事項を記入、記名のうえ、

所定の届出印を押印して当社に提出してください。 

 

第４条【サービスの解約】 

(1) 当事者の都合による解約 

本サービスは、契約者または当社（契約者と当社を合わせて以下「当事者」といいます）の一方の都合でい

つでも解約できます。ただし当社に対する解約の通知は当社所定の書面（以下「解約届」といいます）によ

ることとします。 

(2) 書面による通知 

前項の通知を当社が書面により行なう場合において、当社が当該通知を契約者が当社に届け出た住所あて

に発信した場合、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみな

します。 

(3) 即時解約 

契約者に次の各号の事由が一つでも生じたことを当社が知ったときは、当社は契約者になんら通知を発信

することなく即時に本サービスを解約できます。 

① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始・会社更生手続開始、もしくは特別清算開始、その

他これらに類する法的整理手続の開始の申立があったとき 

② 手形交換所又はでんさいネットの取引停止処分を受けたとき 

③ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明に

なったとき 

④ 当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 

⑤ １年以上の期間にわたり本サービスの利用がないとき 
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⑥ 解散、その他営業活動を休止したとき 

⑦ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき 

⑧ 当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき 

⑨ 本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき 

⑩ その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき 

 

第５条【サービスの一時中止または解約】 

当社は、契約者・当社間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと認めた場合、契約者に通知すること

なく本サービスの利用を一時中止または解約することがあります。 

 

第２節 手数料 

第６条【手数料の種類】 

本サービスの利用にあたっては、当社所定の基本料金、住民税納入取扱手数料、振込口座照会サービス取扱手

数料、および振込手数料（いずれも消費税相当額を含みます）を支払っていただきます。 

また、月間手数料は月間の契約日数にかかわらず 1 か月分全額を申し受けます。当社は基本利用手数料を変更

することができます。 

なお、口座振替については、「口座振替サービス利用届出書」に定められた手数料および消費税相当額を、また、

代金回収については「覚書」・「貴社とのおとりきめ事項」に定められた手数料および消費税相当額を支払って

いただきます。（以下、本条に定める料金および手数料等を総称して「手数料」といいます） 

当社は、必要に応じ、手数料を変更することができるものとします。 

 

第７条【手数料の支払方法】 

手数料は、原則として、当社所定の振替日に預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで、利用申込書

等に記載の手数料決済口座から自動的に引き落します。ただし、当該手数料に係るサービスについて別途取決

めがある場合、当社所定の他の支払方法がある場合又は当社が他の支払方法を別途指定した場合にはそちらが

優先されます。 

 

第３節 接続条件等 

第８条【データ伝送接続条件】 

本サービスに関するハードウェア、ソフトウェア等の各種接続上の諸条件は、当社所定のとおりとします。 

 

第９条【データの仕様】 

依頼明細データおよび通知明細データの仕様は、全国銀行協会における取り決めに準拠して当社所定のとおり

とします。 

 

第 10 条【データ伝送相手先の確認】 

(1) 当社は、契約者からのデータ伝送により受信した制御電文内に表示された暗証番号およびサービス別暗証

（ファイルアクセスキー）（以下「パスワード」といいます）と、「みなとパソコンサービス・コンピュータ伝送

サービス申込書」または「みなとパソコンサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）・コンピュータ伝送サ

ービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ方式）申込書」（以下総称して「本申込書」といいます）に記載されたパ

スワードとの一致を確認のうえ受託業務を行ないます。 

(2) 当社がパスワードの一致を確認のうえ受託業務を行なった場合は、パスワードの盗用その他の事故があっ

てもそのために契約者に生じた損害について当社は賠償責任を負いません。 

(3) 届出のパスワードは、契約者の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないように管理し

てください。 
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第４節 その他の共通事項 

第 11 条【利用可能日・利用可能時間】 

本サービスの利用可能日〔依頼明細データを伝送する日および振込（取組・振替・納付・送金）指定日（以下

「処理指定日」といいます）〕、利用可能時間は、いずれも当社ホームページ等に記載のとおりとします。また、

処理指定日は契約者が依頼明細データを当社に伝送する際、指定することとします。 

 

第 12 条【連絡先部署・担当者の届け出】 

受託業務を円滑に遂行するため、契約者は連絡先部署および担当者等を利用申込書等に記載し届け出ることと

します。 

 

第 13 条【取りまとめ店】 

契約者は、当社の国内営業店の中から次のすべての業務を担う営業店（以下「取りまとめ店」といいます）を

指定し、第３条の定めに基づき契約者が当社に提出する利用申込書等により事前に届けることとします。 

取りまとめ店は、特に当社が認めた場合を除き、１契約者につき１か店とします。 

① 依頼明細の発信営業店となる。 

② 振込資金、預金口座振替資金の決済を行なう。 

③ 本サービスにかかる手数料の決済を行なう。 

④ 利用申込書等および解約届等の本サービスにかかる各種帳票類の受け渡し窓口となる。 

⑤ その他本サービスに関して契約者と当社の窓口となる。 

 

第 14 条【機密の保持】 

当事者は、本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます）に伴って知り得た相手方の情報については、本

規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も

継続することとします。 

 

第 15 条【免責】 

(1) 当社は、本サービスの取り扱いにおいて、天災・事変・内乱・騒乱等の不可抗力、または当社の責によら

ない通信機器・回線・パソコン等の障害等、当社の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害

についてはその賠償責任を負いません。 

(2) 当社の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害、その他事情により、当社の指定する場

所で第２条に定める依頼明細の合計件数・金額等（「金融 EDI 情報」を含む）の通知を受信することが不能とな

った場合、当社は依頼人からの通知内容の確認を行わず、所定の方法（データ伝送）により送信された依頼内

容に基づき、振込・納入・振替等の手続を行います。 

※「金融 EDI（Electronic Data Interchange）情報」とは、振込情報等に付随する情報をいう。 

 

第 16 条【契約情報等の取り扱い】 

１. 契約者情報等の管理 

当社は、次の各号に定める情報（以下「契約者情報等」といいます）を厳正に管理し、契約者の情報保護のため

に十分に注意を払うとともに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務

に関して利用することができるものとします。 

(1)契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および

第 17 条の定めに基づき変更された情報（以下、あわせて「契約者情報」といいます） 

(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報（「金融 EDI 情報」を含む） 

２. 契約者情報等の廃棄 

 当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。 

 

第 17 条【届出事項の変更】 

契約者は、「パスワード」「暗証番号」「指定口座」等のデータ伝送利用申込書に記載された事項、または「住所」
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「会社名」「電話番号」等の当社あて届出事項に変更があった場合は、ただちに当社所定の書面により届けるこ

ととします。この届け出前に生じた契約者の損害について、当社は賠償責任を負いません。 

 

第 18 条【本規定等の効力】 

本規定等に基づく本サービスの利用申し込み以前に、本サービスの利用に関して契約者が当社と締結または提

出した契約書または覚書、利用申込書等があり、その内容が本規定等の各条項に抵触する場合は、本規定等の

承認をもって変更されたものとみなします。 

 

第 19 条【ソフトウェアの取扱】  

(1) 本サービスのうち一部のサービスにおいて、契約者が当社のソフトウェアを利用する場合、当社は契約者

に対しソフトウェアを貸与し、その引渡方法は契約者指定のパソコンへのインストール、もしくは、CD-ROM 等

の引渡によることとします。 

(2) 契約者は当社が貸与したソフトウェアおよび CD-ROM 等は善良なる管理者の注意義務をもって管理し、第

三者には開示しないものとします。  

(3) 契約者はソフトウェアおよび CD-ROM 等について次の各号の事由が生じたときは、遅滞なく当社に通知す

るものとします。  

①当社の権利を侵害するような事態が発生したとき、またはそのおそれがあるとき。  

②盗難・滅失・棄損などの事故が発生したとき。 

 

第 20 条【本規定の変更】 

本規定に変更の必要がある場合は次により取り扱います。 

(1) 当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本規定の変更が、本契約の目的に反

せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、

本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページ上において、変更後の

利用規定を掲示します。 

(2) 当社は、前項の掲示で指定した日（以下「変更日」といいます）以降は、変更後の利用規定により取扱い、

変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾したもの

とみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定のご確認のうえご利用

ください。 

 

第 21 条【禁止行為】 

(1) 契約者は、本契約に関するいっさいの権利義務に関して、当社の承諾なく第三者に譲渡、担保設定および

質入その他一切の処分をすることはできません。 

(2) 契約者は、本契約において公序良俗に反する行為、犯罪行為に結びつく行為、他の契約者や第三者の権利

を侵害または不利益を与えるような行為、その他当社が不適当・不適切と判断する行為をしてはいけません。 

 

第 22 条【契約期間】 

本サービスの契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当社から特に申出のない限

り、契約期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。 

 

第 23 条【合意管轄】 

本サービスに関する訴訟については、当社本店またはその取扱営業店の所在地を管轄する裁判所もしくは東京

地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

第 24 条【協議事項等】 

(1) 本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定めのない事項については、当事者

間で協議のうえ決定することとします。 

(2) 本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解
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決することとします。 

 

第２章 資金管理サービス 

第１節 共通事項 

第 25 条【依頼明細のデータ受付時限】 

(1) 当社が契約者から受け付ける依頼明細の種類は、利用申込書等に記載のとおりとし、契約者は当社所定の

時刻までにデータ伝送を完了させることとします。 

(2) 依頼明細の受付開始日は、当社所定の日からとします。 

(3) 依頼明細の伝送後は、契約者はその内容を変更しないこととします。 

 

第 26 条【伝送意思確認】 

(1) 当社が契約者から受け付けた依頼明細の伝送意思を確認するため、契約者はデータ伝送とは別に、当社の

指定する場所へ依頼明細の合計件数・金額等をすみやかに通知するものとします。ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲ

Ｔファイル伝送方式においては、契約者は依頼明細とは別に、前条のデータ受付時限までに、本申込書に記載

された照合識別コードを含むＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンター所定の照合データを伝送することにより承

認を行なうものとします。 

(2) 本条第１項に基づく意思確認の完了後は、契約者は伝送した依頼明細の内容変更または取消（一部取消を

含む）ができません。 

 

第 27 条【依頼明細の瑕疵等】 

(1) 当社が受け付けた依頼明細に瑕疵がある場合は、契約者と当社との間で協議のうえ契約者はデータを修正

して再度伝送処理を行なうこととします。 

(2) 前項に該当する場合、または第 25 条に定める伝送意思確認が遅延したため当社の依頼明細処理が遅延し、

そのために当社が受託業務を行なえなかった、または遅延したことによる契約者の損害について、当社はその

賠償責任を負いません。 

(3) 前項に該当し振込資金・納付資金の決済ができなかった場合、その原因が当社の責による場合を除き、一

連の受託業務の依頼はなかったものとみなします。 

 

第 28 条【依頼明細の廃棄】 

(1) 次に該当する場合、当社が契約者から受信した依頼明細を当社の判断により契約者に通知することなく廃

棄することとし、この場合に契約者に生じた損害について当社は賠償責任を負いません。 

① 第９条に定める「データの仕様」によらない依頼明細を伝送したとき 

② 第 11 条に定める「利用可能日」以外の日を指定した依頼明細を伝送したとき、または「利用可能時間」

以外の時間に依頼明細を伝送したとき 

③ 第 24 条に定める依頼明細の受付時限経過後に契約者が依頼明細を伝送したとき、または受付時限まで

にデータ伝送が完了しなかったとき 

④ 契約者から当社が依頼明細を受け付けた後、当社所定の時限を経過しても第 25 条に定める伝送意思の

確認がなされないとき 

 

第 29 条【機器または通信回線の障害等】 

通信機器、通信回線、外部センターまたはパソコン等の障害により所定の受付時限までに依頼明細の受付およ

び伝送意思の確認手続きが完了しない場合、契約者と当社とで協議のうえ振込（送金・引落）指定日の変更等

適切な措置を講ずることとします。 

 

第 30 条【受託業務の処理中止】 

第４条または第５条の定めにより本サービスの取り扱いを一時中止または解約した場合、その時点で当社が受

付済みの依頼明細については、当社はこれを処理しません。 
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第 2節 総合振込に関する事項 

第 31 条【受託業務の内容、適用する規定】 

契約者が契約者の取引先（以下「支払い先」といいます）に対する支払い金の預金口座振込（以下「総合振込」

といいます）事務を当社に委託し、当社がこれを受託する場合は第１章各節、本章第１節のほか、本節各条の

定めによることとします。 

 

第 32 条【取扱店】 

振込先として指定できる取扱店は、当社の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融

機関の本支店とします。 

 

第 33 条【振込指定口座】 

(1) 契約者が支払資金の振込を指定できる預金口座は、支払い先名義の普通預金、貯蓄預金または当座預金も

しくは当社および仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。 

(2) 当社に振込を依頼するに際しては、契約者は、事前に支払い先に対する指定口座の確認を行ってください。 

 

第 34 条【取扱方法】 

(1) 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な振込明細を記録した依頼明細を、第 25 条に定める依頼明細

の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。この場合、当社所定の期

間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当社を含むグループ各行にある受取人

の預金口座宛のうち当社が認める口座宛の振込の場合は、当社所定の日を除く銀行非営業日を指定いただけま

す。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 

(2) 当社は、第１項の依頼明細に基づき取組指定日に振込手続きを行ないます。 

 

第 35 条【振込指定日の取扱】 

(1) 振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約

者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。 

(2) グループ各行にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場合、当社が入金を認

めない口座に対して当該指定日に入金されず、翌銀行営業日の入金となります。なお、この場合も、振込資金

は、当該指定日に引き落としますのでご了承ください。 

(3) 当社グループ各行以外の金融機関にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場

合、振込指定日の翌営業日付の振込として取り扱います。なお、この場合も、振込資金は、当該指定日に引き

落としますのでご了承ください。 

 

第 36 条【資金・手数料の決済方法】 

(1) 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。 

(2) 振込資金は、普通預金規定（総合口座取引規定を含みます。）または当座勘定規定にかかわらず、普通預金

通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引き落します。 

 

第 37 条【入金通知】 

当社は支払先に対し入金通知は行いません。支払い先に対する入金通知はそれぞれ仕向先金融機関所定の方法

によることとします。 

 

第３節 給与振込に関する事項 

第 38 条【受託業務の内容、適用する規定】 

契約者が契約者の役員ならびに従業員（以下総称して「受給者」といいます）に対する報酬・給与・賞与（以下

総称して「給与」といいます）の預金口座振込（以下「給与振込」といいます）事務を当社に委託し、当社がこ

れを受託するにあたっては、第１章各節、本章第１節のほか、本節各条の定めによることとします。 
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第 39 条【仕向先金融機関】 

受給者が、給与の振込を指定できる金融機関・取扱店は、振込先として指定できる取扱店は、当社の本支店お

よび「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。 

 

第 40 条【振込指定口座】 

(1) 契約者が給与の振込を指定できる預金口座は、受給者本人名義の普通預金または当座預金もしくは当社お

よび仕向先金融機関が認めたその他の決済性預金とします。 

(2) 当社に振込を依頼するに際しては、契約者は、当社所定の給与振込口座確認の方法により事前に指定口座

の確認を受けるものとします。 

 

第 41 条【取扱方法】 

(1) 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な振込明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細

の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。この場合、当社所定の期

間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当社を含むグループ各行にある受取人

の預金口座宛のうち当社が認める口座宛の振込の場合は、当社所定の日を除く銀行非営業日を指定いただけま

す。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 

(2) 当社は、第１項の依頼明細に基づき振込指定日に受給者の指定預金口座へ入金されるよう振込手続きを行

ないます。 

 

第 42 条【振込指定日の取扱】 

(1) 振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約

者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。 

(2) グループ各行にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場合、当社が入金を認

めない口座に対して当該指定日に入金されず、翌銀行営業日の入金となります。なお、この場合も、振込資金

は、当該指定日に引き落としますのでご了承ください。 

 

第 43 条【資金・手数料の決済方法】 

(1) 振込資金は、振込指定日の３営業日前までに当社へ交付するものとします。なお、振込資金の交付がこれ

を過ぎた場合は、総合振込として取扱います。 

(2) 振込資金は、普通預金規定（総合口座取引規定を含みます。）または当座勘定規定にかかわらず、普通預金

通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。 

 

第 44 条【入金通知】 

給与振込の場合、当社は受給者に対し給与の入金通知を行ないません。 

 

第 45 条【受給者の支払開始時期】 

受給者への給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10時からとします。 

 

第４節 住民税（地方税）納付に関する事項 

第 46 条【受託業務の内容、適用する規定】 

契約者が、「契約者が特別徴収義務者として契約者の給与受給者等から徴収し、市区町村に納付する個人住民税」

（以下「住民税」といいます）の納付事務の取り扱いを当社に委託し、当社がこれを受託する場合は第１章各

節、本章第１節のほか、本節各条の定めによることとします。 

 

第 47 条【取扱方法】 

(1) 契約者は、当社が受託業務を行なうのに必要な納付明細を記録した依頼明細を、第 24 条に定める依頼明細

の受付時限までに当社のセンターあてにデータ伝送の方法により送信してください。 

(2) 納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。 
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(3) 当社は、契約者から伝送を受けた納付明細の内容に基づき、納付指定日（毎月 10 日、当日が銀行休業日の

場合は翌営業日）に住民税の納付処理を行ないます。 

(4) 当社は、納付処理結果を記載した地方税納付明細表および該当の領収証書（以下これらを「納付明細表等」

といいます）を、納付指定日の翌々営業日以降インターネット等を通じて契約者へ交付します。 

 

第 48 条【納付資金・納付手数料の決済日・決済方法等】 

(1) 住民税納入資金は、納付日の前営業日までに当社へ交付するものとします。 

(2) 住民税納入資金は、普通預金規定（総合口座取引規定を含みます。）納税準備預金規定または当座勘定規定

にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。 

 

第５節 預金口座振替収納事務に関する事項 

第 49 条【受託業務の内容、適用する規定】 

(1) 当社は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用して当社本支店（本条(3)に規定する業務提携金

融機関の本支店口座を含みます）における預金者から契約者への預金口座振替による収納事務を受託します。 

(2) 収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取纏店および取扱店の範囲等を別途「口座振替サービス利

用届出書」により届出るものとします。 

(3) 契約者は事前に申し出て、当社と預金口座振替の業務提携を行っている金融機関の本支店における収納事

務の取扱をあわせて委託することができるものとします。この場合、当社と業務提携金融機関は、委託事務の

処理に必要なデータその他の情報を相互に授受することができるものとします。また、業務提携金融機関の事

務取扱は、本規定に定める当社の事務取扱に準拠するものとします。 

 

第 50 条【預金口座振替依頼書の受付】 

(1) 取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書（以下「依頼書」という）

および預金口座振替申込書（以下「申込書」という）を提出させ、これを承諾したときは契約者に申込書を送

付します。 

(2) 契約者はその責任で預金者から依頼書および申込書を受理したときは、必要事項が記載されていることを

確認のうえ、依頼書を当社に送付してください。当社は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事

項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当社は何らの

責任も負わず、契約者においてその損害を負担するものとします。 

 

第 51 条【振替日】 

(1) 収納金の引落指定口座からの引落日（以下「振替日」といいます）は、口座振替サービス利用届出書によ

り契約者が当社に届け出ることとします。 

(2) 振替日を変更するときは、契約者が預金者に周知徹底をはかることとし、当社は特別な通知等を行ないま

せん。 

 

第 52 条【取扱方法】 

(1) 預金口座振替依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法（データ伝送）により行ってください。 

(2) 当社は、前項の請求明細に基づき、振替日に振替処理を行います。 

 

第 53 条【口座への入金】 

当社は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を払出し、振替日の３営業日後までに振替資金を取り

まとめ店における預金口座振替資金入金指定口座に入金します。 

 

第 54 条【口座振替による収納停止】 

預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当社（取りまとめ店）へ通知してください。 

 

第 55 条【預金者への通知・督促・領収書の作成】 
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当社は、本件の取り扱いに関して預金者に対する引き落とし済みの通知、入金督促および領収書の作成・送付

は行ないません。領収書の交付が必要な場合は契約者において行なってください。 

 

第 56 条【振替不能分の再請求】 

振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってくださ

い。その場合、当社は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。 

 

第 57 条【口座振替契約の解約】 

当社は、預金者の申出または当社の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨

通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときはこの限りではありません。 

 

 

第 6 節 振込口座照会サービスに関する事項 

第 58 条【受託業務の内容、適用する規定】 

当社は契約者からの依頼によりデータ伝送の方法で、振込先または請求先の口座有無等を確認するサービス（振

込口座照会サービス）に関する事務を受託します。 

 

第 59 条【取扱方法】 

(1) 当社に口座照会を依頼するに際しては、所定の方法（データ伝送）で行ってください。 

(2) 前項の場合、依頼明細の合計件数・金額等の銀行への通知は不要とします。 

(3) 当社は契約者からの依頼による口座照会データについて、口座確認手続を行います。 

(4) 照会結果回答は、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行本支店のみのデータは照会

受付日の 3 営業日以降、その他銀行口座を含むデータについては照会受付日の 5 営業日以降に結果回答データ

を当社所定の方法でお知らせします。 

 

第 60 条【照会結果の保有期間】 

結果回答データの保有期間は、照会受付日を含み 30 日間とします。保有期間を越えた結果回答データは削除す

るものとします。 

 

 

第３章 会計情報サービス第 1節共通事項 

第１節 共通事項 

第 61 条【サービス利用方法】 

会計情報サービスを利用する場合は、個別のサービスおよびその対象口座を本申込書により届出ます。また、

申込内容を変更・追加もしくは解約する場合は当社所定の申込書により行います。 

 

第 62 条【提供内容の変更・取消等】 

契約者からの依頼に基づき当社が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的にその内容を

当社が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容

に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、

変更・取消により生じた損害について、当社は責任を負いません。 

 

第 63 条【口座情報の保有期間】 

当社が提供する口座情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。当社は契約者に事前に通知することなく、

この期間を変更することができるものとします。 

 

 

以 上 



11 
 

（2025 年 1 月 6 日制定） 

 

 

 


